
 

 

 

 

 
 

新潟県の最低賃金が R4.10 月 1 日より 

時間額 円になります！ 

（改訂前 859円） 
 

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国

が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃

金額以上の賃金を支払わなければならないと

する制度です。 

常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託など

の雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労

働者とその使用者に適用されます。 

なお、特定（産業別）最低賃金については右

表のとおりです。 

最低賃金を必ずチェックしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

新潟県南魚沼市塩沢 1112-32 

発行：塩沢商工会 

TEL 025-782-1206 

FAX 025-782-4044 

https://shiozawasho.jp/ 

mail : shiozawa@shinsyoren.or.jp 

商工会は、地域事業者の皆様のご発展と創業を予定される皆様をご支援いたします。 

金融・労務・税務など経営の様々な課題を行政や支援団体と連携して解決を図ります。 

特定（産業別）最低賃金 
 

働いている事業場の産業が、次の「特定（産業別）

最低賃金」の対象である場合は、「特定（産業別）最

低賃金額」が適用されます。 

 新潟県の特定（産業別）最低賃金額は、次のとおり

です。 

 なお、適用除外（年齢、業務など）がありますので、

ご注意ください。 
 

●電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情

報通信機械器具製造業 

時間額：936円 ※改定前：910 円 

（効力発生日：令和３年 12 月 25 日） 
 

●各種商品小売業 

時間額：890円 ※改定前：859 円 

（効力発生日：令和４年 10 月１日） 
 

●自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 

時間額：936円 ※改定前：920 円 

（効力発生日：令和３年 12 月 31 日） 

～雇用保険の料率が令和 4年 10月 1日より変わります～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ご融資額   ２,０００万円以内 
返済期間   運転資金  ７年以内 

         設備資金 １０年以内 

利   率   年 １.２1％（R4．9．１現在） 

マル経融資ご案内 

無担保！・無保証！ 

小規模事業者向けの融資 

仕入や、諸経費の支払い資金、自動車や機械等の設
備資金を必要とする方はお気軽にご相談ください。 

※条件により市の利子補給制度を受けることができます。 

まずはご相談ください!! 

  塩沢商工会(電話 025-782-1206) 

日本政策金融公庫 

塩沢商工会 今後の主な予定等 
 

10 月 3 日(月) 定例会・合併検討協議会 

10 月 ４日(火) 総務・貯共推進員会 

10 月 ７日(金) 女性部 坂戸山登山 

10 月 31 日(月) 建築組合・商工会員 健康診断 

11 月 2 日(水) インボイスセミナー 

11 月 9 日(水) フードメッセ（11 日まで） 

稲穂が黄金色に染まり、「綺麗だなあ」と感動

し、稲刈りがどんどん進むと「冬がくるなあ」と

季節の移り変わりを毎年感じます。そして秋は、

新米に柿に栗、クルミ、銀杏、きのこと、美味し

いものづくしで今から楽しみです。あまんだれが

入ったけんちん汁は最高ですね。（広瀬） 

あ
と
が
き 

記帳機械化を商工会に 

委託されている方へ 

記帳手数料 口座振替について 
 

10 月 31 日（月）にご指定の口座より引き落

としをさせていただきますので残高の確認をお願

いいたします。 
 

塩沢建築工業組合の皆様へ 

建築組合費（10～12 月分） 

口座振替について 
 

10 月 20 日（木）にご指定の口座より引き落としをさせ

ていただきますので残高の確認をお願いいたします。 

 

インボイスってなに？ 
 

●インボイスとは 

売手が買手に対して、正確な適用

税率や消費税額等を伝えるもので

す。 

具体的には、現行の「区分記載請求

書」に「登録番号」、「適用税率」及

び「税率ごとに区分した消費税額

等」の記載が追加されたものをい

います。 

 

●インボイス制度とは 

売手であるインボイス発行事業者

は、買手である取引相手（課税事業

者）から求められたときは、インボ

イスを交付しなければなりません 

（また、交付したインボイスの写

しを保存しておく必要がありま

す）。 

 

買手は仕入税額控除の適用を受け

るために、原則として、取引相手

（売手）であるインボイス発行事

業者から交付を受けたインボイス

の保存等が必要となります。 

 

 

 

インボイス制度については、「インボイス制度特設サイト」に制度概要や YouTube 動画などで詳しく掲載され

ています。また、コールセンター（0120-205-553）でのお問い合わせも受け付けております。 


